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当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要  
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２８条第１項の規定に基づく第一種金

融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以

下によります。  
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。  
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は

有価証券の全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたしま

す。  
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に

係る代金又は有価証券をお預けいただきます。  
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示し

ていただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場

合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。  
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします

（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）。  
 

商 号 等  東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 

東海財務局長（金商）第１４０号 

本 店 所 在 地  〒４５０-６２１２ 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

加 入 協 会  日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 

一般社団法人日本STO協会 

指定紛争解決機関  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金  ６０億円 

主 な 事 業  金融商品取引業 

設 立 年 月  ２００８年１０月８日 

連 絡 先  お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター 

（０１２０-７４６-１０４）にご連絡ください。 
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